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（仮称）野洲市民病院開設支援等業務委託の契約について  

 
1. 業務の目的 

今年度の市立病院関連予算は、基本設計業務委託 72,243千円（内 H28-29年度 債務負担行為
額 17,276千円）と、開設支援等業務委託 36,397千円（内 H28-29年度 債務負担行為額 10,674
千円）に大別される。今回、契約した業務委託はそのうちの後者であり、業務内容は、①基本設
計業務の発注支援、②新病院の整備方式の検討、③病院運営の基本となる経営・運営システムの
構築支援、④医療情報システム移設整備支援、⑤医療機器等整備計画の策定支援を行うもので、
市民病院の開設に必要な病院運営の基本となる各項目の検討と構築を行うものであり、基本設計
を進める上において密接に連携する業務である。 
なお、基本設計業務委託の契約は、一定の要件を付した公募型プロポーザルにより行う。 
   
 

2. 実施期間 
平成 28年 4月 21日～平成 29年 9月 30日 
 

3. 業務概要 
業務種別 主な業務内容 

①基本設計業務発注支援 
 

各部門別の諸室リスト、仕様書、設計条件書等、
基本設計に必要な資料の作成。 

②新病院整備方式検討 DB方式、ECI方式、従来方式等の先行事例の検
証と市場動向調査を基に、工事発注方式の検討。 

③経営・運営システム構築支援 病院を運営の基本となる、経営･運営収支計画作
成、組織体制整備計画作成、運営システム･マニュ
アル作成、施設基準の取得計画作成、業務委託化
計画作成、物品管理システム構築。 

④医療情報システム移設整備支援 
 

電子カルテ等の医療情報システムを新病院へ円
滑に移設、稼動するため、サーバー及び端末機器
の設置条件整理、移設工程計画等の作成。 

⑤医療機器等整備計画策定支援 医療機器の設置についての具体的な諸条件（機
器リスト整備、大型機器の設置条件検討）の検討
と計画作成。 

平成 28年 ４月 22日 

市議会全員協議会資料 

政策調整部地域戦略課 
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4. 契約内容 
・業務委託名：(仮称)野洲市民病院開設支援等業務委託 
・受 託 者： 株式会社 病院システム  
        代表取締役社長 田中一夫 
・業務委託料： 35,532,000円 
・契 約 期 間： 平成 28年 4月 21日～平成 29年 9月 30日 
・契 約 方 法： 随意契約 

 
 
 
5. 随意契約の理由 

本業務委託は本市病院事業の基本計画を基に、前項の業務を適正且つ効果的に実施するため、
既存計画の根拠、趣旨、目的、課題等に関する情報及び新病院が目標とする病院像と達成するべ
き医療機能を十分に把握することが必要である。 
また、現野洲病院の医療資産を新病院の運営に反映する必要があることから、野洲病院の実態

と課題（収支財務の状況、施設･機器の実態、経営運営状況、医療機能など）を十分に把握した上
で、当業務委託に必要な要素（情報）を適正に活用し、新病院整備の全体の工程上、速やかに本
業務委託に着手する必要がある。 
 ㈱病院システムは、昨年度に実施した市立病院整備基本計画精査支援業務及び野洲病院支援継
続可能性調査業務を適正に履行し、何れの業務委託の成果も期限内に適正に達成しており、業務
の内容から前項の要素（情報）を十分に保持している。 
このように、当業務委託の履行に必要な要素（情報）を、これ以上保持している業者は、当業

務委託の発注仕様として定める、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会の認定登録を受
ける医業経営コンサルタント法人において他に存在しないことから、本業務委託は、昨年度にお
ける前記の２業務委託の実績を持つ㈱病院システムとの契約において実施することが妥当と考え
る。 
以上の検討において、本業務委託は、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項 6号「競争入札

に付することが不利と認められるとき」の規定に基づく随意契約とする。 
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（仮称）野洲市民病院計画における、現在までの各検討業務委託の経緯 
 
① 野洲市新病院整備可能性検討委員会運営支援業務  
 契約期間 H24.2.13～H24.8.31 
 委 託 料 3,412,500円 
 受 託 者 株式会社 システム環境研究所 大阪事務所 
 業者選定プロポーザル参加業者（4社） 
  
②（仮称）野洲市立病院整備基本構想策定支援業務  
 契約期間 H25.11.18～H26.3.31 
 委 託 料 4,000,000円 
 受 託 者 アイテック株式会社  
 業者選定プロポーザル参加業者（4社） 
  
③（仮称）野洲市立病院整備基本計画策定支援業務委託  
 契約期間 H26.7.11～H27.3.27 
 委 託 料 14,784,120円 
 受 託 者 株式会社 システム環境研究所 大阪事務所 
 業者選定プロポーザル参加業者（4社） 
  
④（仮称）野洲市立病院整備基本計画精査支援業務  
 契約期間 H27.7.31～H27.10.30 
 委 託 料 4,957,200円 
 受 託 者 株式会社 病院システム 
 業者選定プロポーザル参加業者（2社） 
  
⑤ 野洲病院支援継続可能性調査業務  
 契約期間 H27.12.24～H28.2.15 
 委 託 料 2,106,000円 
 受託者 株式会社 病院システム 
 随意契約：野洲病院の支援継続の可能性調査を早期に完了し、第三者委員会に調査結果を示
す必要があるので工期内の調査完了は必須。よって、短期間に効率的に現地調査も含む当業
務を達成するため、基本計画精査業務委託において野洲病院の情報を持つ業者（株式会社 病
院システム）との随意契約とした。 

  
 
 
 

参考資料 
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○ 現在までの実績(①～⑤)に基づく検証  
（仮称）野洲市民病院計画において、過去の各検討業務委託業務実績がある A社と B社は４項
の基本計画精査業務のプロポーザルに参加していない。また、当業務委託の仕様書における資格
要件として定める、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会の認定登録を受ける医業経営
コンサルタント法人は、A社、B社、C社の他に 3社登録されているが、D社、E社、F社は、
今日まで市立病院整備検討業務の実績が全く無い。 

 
・過去の業務の実績を有する業者 
A社）株式会社 システム環境研究所 大阪事務所 
B社) アイテック株式会社 
C社) 株式会社 病院システム 
 
 
 
業務実績に基づく検証 

 医業経営コンサルタ
ント認定登録法人 

業務実績 備考 

A社 ○ 

・野洲市新病院整備可能性検討委員会運営支
援業務 

・（仮称）野洲市立病院整備基本計画策定支
援業務委託 

・基本計画精査業務プロポ－ザル不参加 

B社 ○ 
・（仮称）野洲市立病院整備基本構想策定支
援業務 

・基本計画精査業務プロポ－ザル不参加 

C社 ◎ 
・（仮称）野洲市立病院整備基本計画精査支
援業務 

・野洲病院支援継続可能性調査業務 
・直近業務の履行により、当業務に必要な情
報を最も多く有する。 

D社 × ・業務実績無し 

E社 × ・業務実績無し 

F社 × ・業務実績無し 


